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抄録

　放射線治療は手術，化学療法とともにがん治療の３本柱の一つであり，社会の高齢化とQuality of 
Life（生活の質）の視点などにより放射線治療を受ける患者数は増加の一途を辿っている．
２００７年に策定された「がん対策推進基本計画」において，放射線治療については「全てのがん診療連

携拠点病院（以下，拠点病院）において放射線療法を実施すること」および「都道府県拠点病院及び

特定機能病院において放射線療法部門を設置すること」が目標としてあげられ達成されたものの，常

勤医師不在の拠点病院がなお１０％あり，その他の専門スタッフとともに充足には程遠い現状である．

２０１２年には新たな「がん対策推進基本計画」が策定されたが，質の高い安全な放射線治療の推進なら

びに均てん化に向けなお多くの課題がある．

　厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業の「がん医療の均てん化に資する放射線治療の推進及

び品質管理に係る研究」により，「がん診療連携拠点病院指定要件（放射線治療部門）の改訂に向け

ての提言」が作成されており，効果的・効率的な機能強化に向け均てん化と共に一部機能の集約化も

必要である．一定の猶予期間とともに常勤医が確保できない地域拠点病院では都道府県拠点病院等か

らの診療支援体制を構築するなど，各地域の状況に即した連携体制の確立が必要である．文部科学省

補助金事業による「がんプロフェッショナル養成プラン」では，国公私立大学間のネットワークによ

る人材育成が図られているが，今後は行政レベルにおいても都道府県単位を越えた連携が図れるよう

になることが必要である．

　先端的な高精度放射線治療である強度変調放射線治療（IMRT）は，都道府県拠点病院において３
年以内に９０％の施設で対応可能となる見込みであるが，スタッフの増員，装置の更新，研修会の実施

などさらなる取り組みが必要である．小線源治療については，地域間，施設間格差が著明である子宮

頸がん腔内照射技術の標準化・均てん化が急務であり，今後は画像誘導小線源治療（IGBT）の普及
に向けた対策，適切な診療報酬についての検討も必要である．放射線治療の安全，質の確保のために

は，治療用照射装置の出力線量測定といった第三者評価の必須化や放射線治療を対象とした効率的・

効果的なインシデント報告システムの立ち上げが必要である．

　今後これらの課題の解決とともに，安全で質の高い放射線治療の普及と治療成績の向上を期待した

い．
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Ⅰ．はじめに

　放射線治療は手術，化学療法とともにがん治療の３本柱

の一つである．手術や化学療法を併用した集学的治療が，

がんを治癒させる有力な手段である一方，進行したがんに

対する症状緩和にも有用である．また，身体への負担が少

なく形態・機能温存を図れること，社会の高齢化と

Quality of Life（生活の質）の視点などにより放射線治療を
受ける患者数は増加の一途を辿っている．

　２００７年に策定された我が国の「がん対策推進基本計画」

においては，手術療法に比べて相対的に遅れていた「放射

線療法及び化学療法の推進並びにこれらを専門的に行う医

師等の育成」が謳われ，「全てのがん診療連携拠点病院に

おいて放射線療法を実施すること」および「都道府県がん

診療連携拠点病院及び特定機能病院において放射線療法部

門を設置すること」が５年以内の達成目標としてあげられ

た．それから５年が経過し，２０１２年には第二期として新た

な「がん対策推進基本計画」が策定された．本稿では，放

射線治療に関する進捗状況と第二期における課題ならびに

展望について述べる．

Ⅱ．これまでの進捗状況

　第一期では主に量の充実が図られたといえる．がん対策

推進基本計画に合わせて「がんに係る放射線治療機器緊急

整備事業」が実施され，新しい放射線治療装置（リニアッ

ク）への更新が図られるとともに全てのがん診療連携拠点

病院で放射線治療が実施されるようになった．また全ての

都道府県拠点病院及び特定機能病院において放射線療法部

門が設置され，第一期の目標は達成されたといえる．しか

しながらこれらは質の高い安全な放射線治療の推進ならび

に均てん化に向けた第一歩に過ぎない．

　放射線治療に係わる人員配置を見てみると，がん診療連

携拠点病院から厚生労働省に提出された「新規指定・指定

更新推薦書」および「現況報告書」に基づく集計で，２００８

年はがん診療連携拠点病院３７４施設に対して，放射線治療

専従の常勤医師がいる施設は２７０施設（７２％），専任の常勤
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Abstract

　Radiotherapy is one of the important modalities in cancer treatment, and the number of patients 
treated with radiotherapy has been increasing. The Basic Plan to Promote Cancer Control Programs 
was introduced in 2007, and radiotherapy has become available in all designated cancer centers. 
However, there is no full-time radiation oncologist in 10% of these centers due to a shortage of such 
specialists. The number of other radiotherapy professionals is also far less than satisfactory. In 2012, the 
Basic Plan was revised and various issues that need to be resolved were discussed.
　A research group for the promotion of radiotherapy and quality control for quality cancer care has 
compiled a report that proposes revising the qualifications for being a designated cancer center. (The 
group was supported by a grant for Clinical Cancer Research [10103757] from the Japanese Ministry of 
Health, Labor, and Welfare.) In this report, the group strongly recommended not only the prevailing 
radiotherapy but also centralizing some specific radiotherapy, such as intensity modulated radiation 
therapy and brachytherapy; developing regional and/or multi-prefectural networks according to 
circumstances; and building a practical support system among designated cancer centers.
　Intensity modulated radiation therapy, which is a highly advanced and precise treatment, will be 
available in approximately 90% of prefectural designated cancer centers within three years. However, 
more resources, such as radiotherapy professionals, replacement of radiotherapy equipment, and 
educational opportunities, are needed. Brachytherapy is available in only a limited number of cancer 
centers and requires standardization of technical skill. Image guided brachytherapy, an advanced form 
of brachytherapy, is now emerging. Its introduction and a reevaluation of the social insurance medical 
fee for it are also necessary. For safer and high quality radiotherapy, independent third-party evaluation, 
such as dosimetry audit and a nationwide incident reporting system, for radiotherapy would be 
introduced.
　We expect that various measures will be put into effect and thus the disparity in radiotherapy will be 
resolved, resulting in improved outcomes.

keywords: Radiotherapy, healthcare disparities, regional network, professional education, patient 
safety, third-party evaluation
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医師がいる施設は６３施設（１７％）であり，４１施設（１１％）

では常勤医師が不在であった．一方，２０１１年はがん診療連

携拠点病院３９７施設に対して，放射線治療専従の常勤医師

がいる施設は３０１施設（７６％），専任の常勤医師がいる施設

は５６施設（１４％），常勤医師が不在の施設は４０施設（１０％）

であり，地域がん診療連携拠点病院で専任から専従への移

行がみられるものの，常勤医師不在の施設数はほぼ同じで

ある（図１）．また，放射線治療の専門医に限らず，専門

看護師・認定看護師，放射線治療専門放射線技師，医学物

理士など専門性の高い人材も充足には程遠い現状である．

Ⅲ．第２期に向けた課題

　今後さらに放射線治療を推進し，均てん化を図るにあ

たっては，診療の質の施設間差を是正し，現状よりも高い

レベルに向上し標準化する必要がある．ここでは，筆者が

研究代表者を務める厚生労働科学研究費補助金がん臨床研

究事業の政策分野に関する研究「がん医療の均てん化に資

する放射線治療の推進及び品質管理に係る研究」（H２２ ─ が
ん臨床 ─ 一般 ─ ００１）」において検討されてきた以下の４項
目：１）放射線治療の推進に必要ながん診療拠点病院の機能，

２）地域連携ネットワークの推進によるがん診療連携拠点

病院の機能強化ならびに人材育成，３）強度変調放射線治

療，小線源治療のがん診療連携拠点病院支援，４）放射線

治療の品質管理・第三者評価，を中心に今後の課題を述

べる．

１．放射線治療の推進に必要な拠点病院の機能について

　本研究班では，現行のがん診療連携拠点病院の指定要件

に対して，今後がん診療連携拠点病院が実施すべき放射線

治療の内容，備えるべき人員，設備体制などに関する「が

ん診療連携拠点病院指定要件（放射線治療部門）の改訂に

向けての提言」を，日本放射線腫瘍学会のシンポジウムで

提示し，がん診療連携拠点病院勤務医師および放射線治療

専門医からのコメントを踏まえて取り纏めた [１]．表１およ
び表２で提言の概略および現行の指定要件との対比を示す．

　この提言では，例えば放射線治療医について，「年間放

射線治療患者実人数（新患＋再患）２５０名まで毎に専任の

放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を

１人以上配置すること．特に年間放射線治療患者実人数が

２００名を超える施設の当該医師については常勤であること．

また，専従であることが望ましい．」とした．欧米の放射

線治療部門における適正配置に関する指針では１名の放射

線治療医が担当する放射線治療患者は年間２５０名以下，１

日あたり２５～３０名以下が望ましいとされており [２, ３]，ま
た定位放射線治療（SRT/SBRT）や強度変調放射線治療
（IMRT）などの高精度放射線治療を施行している場合に
は，年間患者実数は２００～２５０名以下にすべきとされている

ことから，業務量に応じた医師の配置が必要である [３]．
この適正配置に関する目標値は放射線治療業務に専従した

場合であり，病棟業務などを兼務している場合には業務量

に応じた医師の配置を考慮しなければならない．なお，

IMRTの保険請求を行う施設要件では，「放射線治療を専
ら担当する常勤の医師が２名以上配置されており，このう

ち１名は放射線治療の経験を５年以上有する者であるこ

と」とされている．

　この提言に対して，がん診療連携拠点病院の現場からは，

「２５０名を越える患者数に１名の放射線治療医で対応してい

る施設であっても放射線治療医の補充は極めて難しい．大

学自体に放射線治療医が不足しており補充は不可能ではな

いか」，「現在常勤医がいないがん診療連携拠点病院も存在

する．この指定要件が採用された場合には医師確保のため

に病院が奔走し，結果として多くのがん診療連携拠点病院

は常勤の放射線治療医１名となり，放射線治療医が各施設

に分散することからがん診療連携拠点病院の機能拡充（高

精度治療や小線源治療など）が図れなくなることが危惧さ

れる」，「施設におけるマンパワー不足の一方で，人材の供

給不足もあることから指定要件とする場合には一定の猶予

期間が必要である」，「都市部に比べ人材不足がより顕著な

地方では条件を満たせないがん診療連携拠点病院が続出す

るのではないか」といった意見も出た．今後，効果的・効

率的な機能強化に向け，均てん化と共にIMRTや小線源治

J. Natl. Inst. Public Health, 61（6）: 2012558
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図１　常勤専従医師，専任医師の有無
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表１　がん診療連携拠点病院指定要件改訂に向けた提言の概要

１. 人員

年間放射線治療患者実人数（新患＋再患）２５０名まで毎に専任の放射線療法に携わる専門的な知識及び技
能を有する医師１名以上を配置すること．

１.１. 放射線治療医

１）リニアック１台につき２名以上の常勤専従放射線治療技師を配置すること．
２）CTシミュレータ装置に診療放射線技師２名を配置可能な体制を構築すること．
３）遠隔操作式後装填法（RALS）を用いた照射業務を行う際には，１台につき専従または専任の放射

線治療技師を１名以上配置すること．

１.２. 放射線治療担当診療放射
線技師

１）年間放射線治療患者数４００名まで毎に１名を配置すること．
２）確保が困難な地域拠点病院では協力間施設に４００名まで毎に１名（非常勤可）を配置すること．

１.３. 放射線治療品質管理士ま
たは医学物理士

年間患者実人数３００名まで毎に常勤１名以上を配置すること．１.４. 放射線治療担当看護師

２. 設備

１）一般的な体外照射を行うためのリニアックを，年間患者実人数４００～４５０名毎に１台以上設置すること．
２）使用年数上限は１０年を推奨する．

２.１. リニアック

１）施設に最低１台以上を設置すること．通常は２台以上が必要となる．
２）ハードウエアの使用年数上限は７年であり，ソフトは３年で更新を行う．

２.２. 治療計画装置

１）CTシミュレータ装置を施設に最低１台以上を設置すること．
２）使用年数上限は１０年を推奨する．

２.３. シミュレータ装置

１）子宮頸癌：腔内照射が可能なシステムを施設に１台保有するか，対応可能な施設と連携可能な体制
を構築すること．

２）前立腺癌と頭頸部腫瘍：対応可能な施設と連携可能な体制を構築すること．

２.４. 小線源治療

３. 放射線治療品質保証の体制

放射線治療部門は組織として画像診断部門と独立していることが望ましい．３.１. 放射線治療部門の組織

１）放射線治療品質保証委員会を病院長の下に設置すること．
２）放射線治療品質保証委員会は品質管理のための具体的措置や作業マニュアル，職員研修などを検討
し決定すること．

３.２. 放射線治療品質保証委員
会の設置と開催

都道府県連携拠点病院においては放射線治療品質保証室を設置すること．
１）放射線治療品質保証室は病院長に直結した組織とすること．
２）放射線治療品質保証室の長は放射線治療品質保証を専ら業務する者が担当すること．
３）管理室の長の下，放射線治療品質保証室の業務を円滑に行えるシステムを構築すること．

３.３. 放射線治療品質保証室の
設置

１）放射線治療が開始される全ての患者の症例検討を治療開始前，または直後に開催すること．
２）放射線治療中の患者の症例検討を適宜開催すること．

３.４. 放射線治療症例カンファ
レンスの実施

１）放射線治療計画者以外の者（必ず一名は放射線治療を専ら担当する技師，医学物理士もしくは放射
線品質管理士）が，各種治療パラメータの内容を確認すること．

２）放射線治療を担当する医師は処方線量，照射部位，照射方法，放射線のエネルギーなどを確認する
こと．

３.５. 放射線治療計画の多職種
による確認および伝達の
実施

関連学会等で定められ推奨される品質管理項目・頻度を参照し，施設内で定めた規準に従って機器管理
を行うこと．

３.６. 放射線治療線量実測の実
施

治療用線量計は毎年校正を行うこと．３.７. 治療用線量計の校正の実
施

第三者機関による外部放射線治療装置の出力線量測定を３年に１回以上受けていること．３.８. 第三者機関による外部放
射線治療装置の出力線量
測定

病院間での相互チェックや第三者機関によるチェックが可能な体制を整えること．３.９. 第三者による評価

通常の三次元照射法であれば，１台のリニアックに対し１時間枠に上限４～５例までを目安とする．３.１０. 時間当たりの治療人数の
制限

患者位置照合をリニアックグラフィなどの照合システムを用いて適宜確認すること．３.１１. 患者位置照合

４. 治療数・内容

地域拠点病院における年間放射線治療患者実人数は２００名以上となることが望ましい．４.１. 年間外照射数

都道府県拠点病院においては体幹部定位放射線治療を実施できること．地域拠点病院においても実施で
きることが望ましい．

４.２. 定位放射線治療

都道府県拠点病院においては強度変調放射線治療を実施できること．地域拠点病院においても実施でき
ることが望ましい．

４.３. 強度変調放射線治療

遠隔操作式後装填法（RALS）による腔内照射：施設でRALSによる腔内照射を実施できることが望まし
い．

４.４. 小線源治療
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表２　がん診療連携拠点病院指定要件　現行と提言の対応表

１. 人員

提言現行

年間放射線治療患者実人数２５０名まで毎に専門的知識と技能を
有する医師１名以上．

専門的知識を有する医師１名以上．原
則として常勤．専従が望ましい．

１.１. 放射線治療医

１）リニアック１台につき常勤専従放射線治療技師２名以上．
２）CTシミュレータ装置に診療放射線技師２名を配置可能な体制．
３）遠隔操作式後装填法（RALS）の操作時：１台につき専従ま
たは専任の放射線治療技師１名以上．

専従で常勤の診療放射線技師１名以上．１.２. 放射線治療担当診療放射
線技師

１）年間放射線治療患者数４００名まで毎に常勤の精度管理など
に携わる技術者１名．

２）確保が困難な地域拠点病院では協力間施設に４００名まで毎
に１名（非常勤可）．

専任の放射線治療における機器の精度
管理，照射計画の検証に携わる技術者
１名以上．

１.３. 放射線治療品質管理士ま
たは医学物理士

年間患者実人数３００名まで毎に常勤１名以上．１.４. 放射線治療担当看護師

２. 設備

提言現行

１）体外照射を行うためのリニアックを，年間患者実人数４００
～４５０名毎に１台以上．

２）使用年数上限は１０年．

リニアックなどの体外照射装置を設置．２.１. リニアック

１）最低１台以上を設置．通常は２台以上が必要となる．
２）ハードウエアの使用年数上限は７年，ソフトは３年で更新．

２.２. 治療計画装置

１）CTシミュレータ装置を施設に最低１台以上．
２）使用年数上限は１０年．

２.３. シミュレータ装置

子宮頸癌：腔内照射のシステムを施設に１台保有するか，可能
な施設と診療連携を行う．

検査，手術，放射線療法，化学療法に
関する地域の医療機関の医師と連携協
力体制を整備する（以下，「地域医療
連携の体制整備」と略す）

２.４. 小線源治療

３. 放射線治療品質保証の体制

提言現行

左記に加え，地域拠点病院においても放射線治療部門は組織と
して画像診断部門と独立していることが望ましい．

（特定機能病院を地域拠点病院に指定
する場合には複数種類のがんに対応可
能な機能と，明確に位置付けされた放
射線治療部門を組織する）
都道府県拠点病院：放射線治療部門の
設置，部門長は専任以上・常勤の放射
線治療医．

３.１. 放射線治療部門の組織

１）放射線治療品質保証管理委員会を病院長の下に設置．
２）放射線治療品質保証委員会は品質管理のための具体的措置
や作業マニュアル，職員研修などを検討し決定する．

３.２. 放射線治療品質保証委員
会の設置と開催

都道府県拠点病院では放射線治療品質保証室を設置すること．
１）放射線治療品質保証室は病院長に直結した組織とする．
２）放射線治療品質保証室の長は放射線治療品質保証を専ら業
務する者が担当．

３）管理室の長の下，放射線治療品質保証室の業務を円滑に行
えるシステムを構築する．

３.３. 放射線治療品質保証室の
設置

１）放射線治療が開始される全ての患者の症例検討を治療開始
前，または直後に開催する．

２）放射線治療中の患者の症例検討を適宜開催する．

３.４. 放射線治療症例カンファ
レンスの実施

１）放射線治療計画者以外の者が，各種治療パラメータの内容
を確認する．

２）放射線治療を担当する医師は処方線量，照射部位，照射方
法，放射線のエネルギーなどを確認すること．

３.５. 放射線治療計画の多職種
による確認および伝達の
実施

関連学会等で定められ推奨される品質管理項目・頻度を参照し，
施設内で定めた規準に従って機器管理を行う．

３.６. 放射線治療線量実測の実
施

治療用線量計は毎年校正を行う．３.７. 治療用線量計の校正の実
施

第三者機関による外部放射線治療装置の出力線量測定を３年に
１回以上受けていること．

３.８. 第三者期間による外部放
射線治療装置の出力線量
測定



療など一部機能に関しては集約化も必要である．一定の猶

予期間とともに，常勤医が確保できない地域がん診療連携

拠点病院では都道府県がん診療連携拠点病院等からの診療

支援体制を構築するなど，各地域の状況に即した連携体制

の確立が必要であると考えられる．

２．地域連携ネットワークの推進によるがん診療連携拠点

病院の機能強化ならびに人材育成について

　都市部に比較して地方ではより深刻な人材不足に直面し

ており，都道府県および地域がん診療連携拠点病院が連携

した放射線治療専門医や専門看護師・認定看護師，放射線

治療専門放射線技師，医学物理士の育成が必要である．東

北６県では「東北がんネットワーク」が構築され，ホーム

ページ，メーリングリストを用いた放射線治療の実施状況

の公開と患者紹介，治療プロトコールの共有，研修会の実

施，放射線治療の遠隔支援などが積極的に行われており，

県境を越えた連携強化と人材育成が図られるようになった．

また島根県では，県内の放射線治療のネットワーク化計画

が行政レベルで具体的に検討されるようになり，治療プロ

トコールの共有，品質管理支援，遠隔治療計画支援等が進

む見込みとなった．東北６県のように地域の状況によって

は，都道府県単位を越えたネットワークの活用も重要であ

る．現在実施されている文部科学省補助金事業による「が

んプロフェッショナル養成プラン」では，国公私立大学間

のネットワークによる人材育成が図られているが，今後は

行政レベルにおいても複数の都道府県の間で連携が図れる

ようになることが必要である．

３．強度変調放射線治療（IMRT），小線源治療等の拠点

病院支援

　先端的な高精度放射線治療であるIMRTの普及状況を見
るために，都道府県がん診療連携拠点病院５１施設にアン

ケート調査を実施し４９施設（９６％）から回答が寄せられた．

集計の結果，以下の現状が示された．１）都道府県がん診

療連携拠点病院の６３％がIMRTを実施しており，３年以内
に実施予定を含めると９０％の施設で対応可能となる見込み

である．２） 既にIMRTを実施している施設において実施件
数を増加するためには，スタッフの増員および装置の増加

が必要であり，スタッフについては，医師に限らず看護師，

放射線技師，医学物理士それぞれ増員が必要（３３-５１％）
との回答が多かった．３） IMRT未実施１８施設においては導
入のための知識・技術が必要と回答した施設が１１施設

（６１％）と最多であり，次に装置の更新が５施設（２８％）

であった．

　以上から，IMRTの普及には，都道府県拠点病院におい
てもさらなる取り組みが必要な状況である．また，比較的

最近にIMRTを開始した，あるいは開始する予定である施
設が多いため，放射線治療医および放射線技師等を対象と
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病院間での相互チェックや第三者機関によるチェックが可能な
体制を整えること．

３.９. 第三者による評価

通常の三次元照射法であれば，１台のリニアックに対し１時間
枠に上限４～５例までが目安．

３.１０. 時間当たりの治療人数の
制限

患者位置照合をリニアックグラフィなどの照合システムを用い
て適宜確認する．

３.１１. 患者位置照合

４. 治療数・内容

提言現行

変更なし　様々な癌腫に対し，集学的治療と緩和
ケアを提供．
セカンドオピニオンの提供．
診療ガイドラインに準ずる標準的治療
の提供．
進行中および過去の臨床研究の概要を
広報．
参加中の治験を広報．

診療体制

地域拠点病院における年間放射線治療患者実人数は２００名以上
となることが望ましい．

４.１. 年間外照射数

都道府県拠点病院においては体幹部定位放射線治療を実施でき
ること．地域拠点病院においても実施できることが望ましい．

地域医療連携の体制整備４.２. 定位放射線治療

都道府県連携拠点病院においては強度変調放射線治療を実施で
きること．地域拠点病院においても実施できることが望ましい．

地域医療連携の体制整備４.３. 強度変調放射線治療

遠隔操作式後装填法（RALS）による腔内照射：施設でRALSに
よる腔内照射を実施できることが望ましい．

地域医療連携の体制整備４.４. 小線源治療

注１：現行の欄では特に記載がないものは地域がん診療連携拠点病院の要件を示しており，都道府県がん診療連携拠点病院にさらに求
められる要件に関しては都道府県連携拠点病院と記載した．

注２：現行の要件は，平成２０年３月１日発行の厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院の整備について」健発第０３０１００１号よ
り抜粋した．

注３：厚生労働省健康局長通知に記載されている「検査，手術，放射線療法，化学療法に関する地域の医療機関の医師と連携協力体制
を整備する」を「地域医療連携の体制整備」と略した．



した研修会も必要である．本研究班では，主に首都圏で開

催される研修会には参加困難な施設も多いことから，島

根・鳥取県，沖縄県，兵庫県等の都道府県がん診療連携拠

点病院において研修会を開催し，各施設におけるIMRTの
臨床導入に向けた支援を行ってきたが，今後も継続的な研

修会の実施が必要である．

　小線源治療については，地域間，施設間格差が著明であ

る子宮頸がん腔内照射技術の標準化・均てん化が急務であ

る．本研究班では手技の標準化に資するツールとして手技

のデモンストレーションを含む研修用DVDを作成し，日
本放射線腫瘍学会の研究会で上映するとともに腔内照射装

置保有全１７３施設に送付した．送付した施設を対象とした

評価アンケートでは，医師，診療放射線技師，看護師の計

３０２名より回答が寄せられ，高い評価が得られた．また研

修用DVDに合わせたテキストとして子宮頸癌腔内照射マ
ニュアルも作成し標準化を図ってきた．今後は海外で普及

が進む画像誘導小線源治療（IGBT）を我が国でも普及す
るための課題の抽出と対応が必要であり，さらには適切な

診療報酬についての検討も重要である．

４．放射線治療の品質管理・第三者評価

　放射線治療の実施過程は複雑かつ多岐にわたる．治療に

先立つ放射線治療計画では，治療計画用画像の取得や放射

線を照射する部位（標的体積），照射方法，線量の決定，

さらにモニターユニット値という放射線照射量の算出等々，

種々の過程が存在する．また標的体積の決定一つを取って

も，病巣進展範囲の認識には治療計画者間でばらつきが生

じるところである．そのため放射線治療の実施にあたって

は，その一連の過程に対して品質管理（Quality Control： 
QC）および品質保証（Quality Assurance： QA）を行い治
療の質を保つことが必須となる [４]．もちろん誤って使用
すれば死亡にもつながる障害を引き起こす危険もあり，放

射線の照射装置そのもののQC/QAも欠くことができない．
また，一般診療，臨床試験を問わず，施設間差を解消し均

てん化を図る観点からも品質管理，品質保証は重要な役割

を担っている．不適切な治療により治療成績が低下するこ

とは想像に難くないが，臨床試験においてもプロトコール

規定の逸脱により治療成績が低下することが報告されてい

る [５, ６]．一方で近年のInformation Technology（IT）技術
の進歩により，放射線治療も一般的な三次元放射線治療か

らSRT/SBRT，IMRTなどへと急速に高度化が進んでいる．
これらの先端的技術を安全に使用するためにも各技術に応

じた適切なQC/QAプログラムの実施が求められている [７]．
 わが国では放射線の照射装置のQC/QAの第三者評価とし
て，２００７年１１月から全国の放射線治療施設を対象とした

「治療用照射装置（X 線）の出力線量測定（郵送測定）」事
業が開始されているが，２０１１年までの実施施設数は１３７施

設であり，都道府県がん診療連携拠点病院であっても実施

は２７施設（５３％）にとどまっている．今後は質の担保を図

るためにもがん診療連携拠点病院指定要件の必須条件とな

ることが必要である．

　また，医療安全の観点から放射線治療に関するヒヤリ・

ハット/インシデント報告システムも重要である．現在，
医療安全対策ネットワーク整備事業として公益財団法人日

本医療機能評価機構において医療行為全般を対象としたヒ

ヤリ・ハット事例の収集およびフィードバックが図られて

いるが，放射線治療に関する報告事例はごく一部を占める

のみであり，放射線治療の専門スタッフ間の情報共有の場

として十分生かされているとは言い難い状況である．放射

線治療の急速な高度化が進む現在，海外の先行事例も参考

に放射線治療を対象とした効率的・効果的なヒヤリ・ハッ

ト/インシデント報告システムの立ち上げが必要である．

５．その他の重要課題

　上記以外にも重要な課題として「啓発活動」があげられ

る．患者，一般のがん医療に関わる医師を始めとする医療

従事者，がん専門相談員等における放射線治療に関する知

識および理解が未だ十分とは言えない状況であり，放射線

治療の普及が進まない一因となっている．大学医学部にお

いては放射線腫瘍学講座の設置を推進し，放射線治療に関

する卒前・卒後の教育の充実を図ること，モデルコアカリ

キュラムに放射線治療の適応を取り入れ，教育の均てん化

を図ること，また放射線治療に携わる医療従事者にも専門

的知識が求められており，放射線技師，看護師に対する放

射線腫瘍学の卒前・卒後教育の充実を図ることも必要であ

る．今後さらに啓発・教育活動を進め放射線治療の認知度

を高めていくことが重要である．

Ⅳ．まとめ

　近年の技術革新による先端的放射線治療が普及しつつあ

り，これまで以上に放射線治療の発展が期待される一方で，

今後は量のみならず質の充実が求められている．ここで述

べたのは重要な課題の一部に過ぎないが，今後これらの課

題が解決され，安全かつ質の高い放射線治療の均てん化と

先端的放射線治療の普及が進み，がんの治療成績が向上す

ることを切に願うものである．
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